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個人申請をして受検票を出力する方法 （予防技術検定） 

 

＜受検票について＞ 

 受検票がダウンロードできるのは、試験日の概ね１０日前からです。 

 個人で申請された方は、ご自身で受検票を印刷してください。当センターからは発送しま

せん。 

 受検票は、PDF ファイルで作成されます。PDF ファイルを表示するためには、Adobe 

Acrobat Reader が必要です。 

 

受検票イメージ 

検定日に写真を糊付けし

て持参してください。 
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① （一財）消防検定研究センターのホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①当センターのホームページ

（https://www.shoubo-shiken.or.jp/）より 

トップページにある、 

をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

をクリックします。 

 

 

※ 予防技術検定の情報は、このページに掲

載されます 

 

 

 

 

 

 

 

 
ダウンロード方法 

受検票がダウンロードできるのは、試験日の概ね１０日前からです。 
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② 電子申請トップ 

 

 

③ 必要事項入力 

 

 

 

 

 

 

② 電子申請トップページを開く 

予防技術検定の電子申請を行っている方で、以下

の方が受検票をダウンロードできます。 

「受検票ダウンロードについて（通知）」メー

ルを受信している方 

 電子申請状況確認の 「メール送信情報」の

「受検票ダウンロードメール」欄の送信日付が

表示されている方 

 

を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 必要事項入力 

電子申請受付番号、フリガナ、生年月日を

入力します。 

を押下します。 
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④ 受検票ダウンロード 

 

 ④ 受検票ダウンロード 

   受検票が１ページで出力されます。 

 

 ＜試験当日＞ 

 ・ 検定当日持参してください。 

 ・ 写真の貼付（糊付け）をしてください。 


